
改

正

後

改

正

前

（
実
務
の
経
験
）

（
実
務
の
経
験
）

第
二
条
の
四

﹇
略
﹈

第
二
条
の
四

﹇
略
﹈

２

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
実
務
の
経
験
は
、
三
年
以
上
の
従
事
と
す

る
。

２

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
実
務
の
経
験
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

﹇
削
る
﹈

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校

又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十

八
号
）
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
旧
専
門
学
校
令

﹇
削
る
﹈

二

前
号
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て

は
、
五
年
以
上
の
従
事

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る

専
門
学
校
に
お
い
て
第
十
一
条
に
定
め
る
電
気

工
学
に
関
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

（
当
該
課
程
を
修
め
て
同
法
に
よ
る
専
門
職
大

学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。）に
あ

つ
て
は
、
卒
業
後
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学

の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
修

了
後
）
三
年
以
上
の
従
事

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
三
号

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
二
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。




